
み 

ん 

な 

の 

広 

場

や
ち
ま
た
マ
ー
ケ
ッ
ト

時
４
月
25
日
㈯

　

昼
の
部 

午
前
10
時
～
午
後
２
時

　

夜
の
部 

午
後
５
時
～
８
時

場
八
街
駅
南
口
す
ず
ら
ん
通
り

　

 

（
ア
ー
ケ
ー
ド
）　
　
　

内
地
元
業
者
の
お
い
し
い
食
料
品

　

な
ど
を
販
売
し
ま
す
。

問
や
ち
ま
た
マ
ー
ケ
ッ
ト
組
合

　

 

（
商
工
会
議
所
）

　

☎
４
４
３
‐
３
０
２
１

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

会 

員 
募 
集

伝
　
言
　
板

伝
　
言
　
板

ヨ
ガ
サ
ー
ク
ル

時
毎
週
火
曜
日

　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

場
中
央
公
民
館

内
ヨ
ガ
レ
ッ
ス
ン

費
月　

３
０
０
０
円

問
海
老
塚　

彰
子

　

☎
４
４
４
‐
７
３
４
３

　
（
午
後
５
時
〜
）

千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　

動
物
愛
護
事
業

犬
の
し
つ
け
方
教
室
基
礎
講
座

　

犬
の
正
し
い
飼
い
方
や
し
つ
け

方
を
学
べ
る
教
室
で
す
。

時
４
月
23
日
㈭
、
５
月
21
日
㈭
、

　

６
月
25
日
㈭

受
付
時
間

　

午
前
９
時
30
分
～
10
時

講
習
時
間

　

午
前
10
時
～
正
午

場
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
本
所

　
（
富
里
市
御
料
７
０
９
‐
１
）

内
犬
の
本
能
と
習
性
、
し
つ
け
方　

　

法
の
講
義
、
モ
デ
ル
犬
に
よ
る

　

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

※
犬
同
伴
不
可 

定
10
人
（
先
着
順
）

費
無
料

申
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
に

　

電
話
で
申
し
込
み
。

問
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
４
７
６
‐
９
３
‐
５
７
１
１

八
街
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
弓
道
専
門
部

初
心
者
弓
道
教
室

時
５
月
９
日
㈯
〜
６
月
27
日
㈯

　

毎
週
土
曜
日
（
全
８
回
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

場
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

内
弓
道
を
体
験
し
親
し
ん
で
も
ら
う
。

対
未
経
験
者
や
初
心
者
で
中
学
生

　

以
上
の
方

定
10
人

費
３
０
０
０
円
（
全
８
回
分
）

〆
４
月
30
日
㈭

問
中
村　

進

　

☎
０
９
０
‐
５
４
０
０
‐
２
６
３
２

　
（
午
後
１
時
〜
６
時
）

令和８年度国民健康保険税の税率が変わります令和８年度国民健康保険税の税率が変わります

毎
月
最
終
日
曜
日
・
毎
週
火
曜
日
夜
間
に
開
庁

毎
月
最
終
日
曜
日
・
毎
週
火
曜
日
夜
間
に
開
庁

毎
月
最
終
日
曜
日
に

　
　

市
役
所
窓
口
の
一
部
を
開
庁

開
庁
日
時

　

毎
月
最
終
日
曜
日

　

午
前
８
時
45
分
～
午
後
４
時
30
分

開
庁
部
署

　

市
民
課
・
国
保
年
金
課
・

　

税
務
課

　

来
庁
さ
れ
る
前
に
取
扱
業
務
や

お
持
ち
い
た
だ
く
も
の
な
ど
を
各

担
当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

住
民
異
動
が
伴
う
業
務
や
パ
ス

ポ
ー
ト
の
申
請
、
国
民
年
金
業
務
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
業
務
は
取

り
扱
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　政府は、少子化対策を目的とした「こども未来戦
略・加速化プラン」において、児童手当の拡充をは
じめとした支援策を掲げ、これらを実現するための
財源の一部として、令和８年度から「子ども・子育
て支援金制度」を新設しました。
　本制度では、こどもや子育て世帯を社会全体で支
えるため、すべての世代の皆さまから、加入してい
る公的医療保険（国民健康保険、後期高齢者医療保
険、社会保険など）の保険料とあわせて「子ども・
子育て支援金」を徴収します。
　八街市の令和８年度国民健康保険税の税率は右表
のとおりです。また、本制度は、令和８年度から令
和10年度にかけて段階的に構築されるため、毎年度
税率を見直します。

制度に関するお問い合わせ
　こども家庭庁コールセンター
　☎０１２０−３０３−２７２
　（平日午前９時～午後６時）
保険税に関するお問い合わせ
　国保年金課
　☎４４３−１１３９

令和８年度国民健康保険税の税率（年間）

医療保険分 後期高齢者
支援金分

介護納付金分
(40歳～64歳)

子ども・子育て
支援金分

 所得割
 被保険者の所得に  
 応じて計算

7.50% 2.00% 1.50% 0.30%

 平等割
 １世帯あたり 32,000 円 ー ー ー

 均等割
 被保険者数１人あたり 23,000 円 10,000 円 12,000 円 1,718 円

 18歳以上均等割※ ー ー ー 　165 円

※子育て世帯を支援するという制度の趣旨から、18 歳になる年の年度末まで
　の均等割額が10 割軽減され、その軽減相当分を 18 歳以上被保険者が按分
　して負担するものです。

令和８年度国民健康保険税の課税限度額

医療保険分 後期高齢者
支援金分

介護納付金分
(40歳～64歳)

子ども・子育て
支援金分

 課税限度額 660,000 円 260,000 円 170,000 円 30,000 円
こども家庭庁
ホームページ

毎
週
火
曜
日
の
夜
間
窓
口

開
設
日

　

毎
週
火
曜
日

　

 

（
年
末
年
始
、
祝
日
を
除
く
）

取
扱
業
務
・
時
間
・
場
所

市
税
な
ど
の
納
付
、
納
税
相
談

　

午
後
４
時
30
分
～
８
時

　

税
務
課
収
納
対
策
室

※
納
税
相
談
は
内
容
に
よ
り
時
間

を
要
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

余
裕
を
も
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
窓
口

　

午
後
４
時
30
分
～
７
時
30
分

　

市
民
課

※
業
務
内
容
や
必
要
書
類
な
ど
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
確
認
の

う
え
来
庁
し
て
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
収
納
対
策
室

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
５

　

こ
れ
ま
で
受
診
時
に
医
療
機
関
・

薬
局
の
窓
口
で
「
加
入
医
療
保
険

情
報
が
わ
か
る
も
の
」
と
「
紙
の

受
給
券
」
の
２
枚
の
提
示
が
必
要

で
し
た
が
、
４
月
以
降
、
マ
イ
ナ

保
険
証
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）

１
枚
で
各
種
医
療
費
助
成
が
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
健
康

保
険
証
と
し
て
登
録
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

※
医
療
機
関
・
薬
局
に
よ
っ
て
対

応
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、そ
の
際
は
「
紙
の
受
給
券
」

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
紙
の
受
給
券
」
は
従
来
ど
お

り
交
付
し
ま
す
。

対
象
の
助
成
制
度

 

・
子
ど
も
医
療
費
助
成

 

・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

 

・
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

　

す
で
に
資
格
情
報
が
マ
イ
ナ
保

険
証
へ
登
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、

そ
の
ま
ま
ご
利
用
で
き
ま
す
。

医
療
費
助
成
を
申
請
さ
れ
る
方

　

各
制
度
の
担
当
窓
口
で
医
療
費

助
成
の
申
請
を
行
う
際
に
、
自
動

で
登
録
さ
れ
ま
す
。

問
健
康
増
進
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
３
１

マ
イ
ナ
保
険
証
が
医
療
費
助
成
の

マ
イ
ナ
保
険
証
が
医
療
費
助
成
の

受
給
者
証
と
し
て
利
用
で
き
ま
す

受
給
者
証
と
し
て
利
用
で
き
ま
す

３ 令和 ８ 年 4 月 15 日 ホームページアドレス　https://www.city.yachimata.lg.jp/広報広報ややちちままたた

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５

問 内 場 時 問 申

時

定

費 場問

時

内 対

場費

時場内問 定費〆

内

問 問


